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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電極間の間隔が１０～９００ｎｍの一対の電極と、該電極間に設けられた単結晶の有機化
合物からなる導体とを含む素子の製造方法であって、
いずれも正極または負極である一対の電極を電解溶液に浸漬し、前記一対の電極に電圧を
かけて、前記電解溶液を電気分解することにより、前記一対の電極間に単結晶の有機化合
物からなる導体を形成する工程を含む、素子の製造方法。
【請求項２】
前記電解溶液は、ドナー系分子、アクセプター系分子および負イオン系金属錯体からなる
群から選択されるいずれか１つを含む溶液である請求項１に記載の素子の製造方法。
【請求項３】
前記導体は、１つの単結晶からなる請求項１または２に記載の素子の製造方法。
【請求項４】
前記単結晶の有機化合物が、硫黄を含む化合物である請求項１～３のいずれか１項に記載
の素子の製造方法。
【請求項５】
前記単結晶の有機化合物が、環状化合物である請求項１～４のいずれか１項に記載の素子
の製造方法。
【請求項６】
前記単結晶の有機化合物が、共役系有機高分子化合物である請求項１～５のいずれか１項
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に記載の素子の製造方法。
【請求項７】
前記単結晶の有機化合物が、カチオンラジカル塩またはアニオンラジカル塩である請求項
１～６のいずれか１項に記載の素子の製造方法。
【請求項８】
前記単結晶の有機化合物が、ドナー系分子を酸化して得られるカチオンラジカル塩、アク
セプター系分子を還元して得られるアニオンラジカル塩、負イオン系金属錯体を部分酸化
して得られるアニオンラジカル塩および負イオン系金属錯体を中性になるまで酸化して得
られる単一成分分子からなる群から選択されるいずれか１つである、請求項１～６のいず
れか１項に記載の素子の製造方法。
【請求項９】
前記単結晶の有機化合物が、アクセプター系分子を還元して得られるアニオンラジカル塩
、または、ドナー系分子を酸化して得られるカチオンラジカル塩である請求項１～６のい
ずれか１項に記載の素子の製造方法。
【請求項１０】
前記単結晶の有機化合物が、テトラチアフルバレン骨格を有する化合物である請求項１～
６のいずれか１項に記載の素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、薄膜トランジスタやセンサに利用可能な素子および、これを用いた薄膜トラ
ンジスタおよびセンサに関する。
【背景技術】
　従来から、分子性導体の単結晶にゲート電圧をかけるためには、すでに出来ている結晶
に、電極や絶縁膜を蒸着して行うという手法が採用されていた（Ｊ．Ｓ．Ｂｒｏｏｋｓ，
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　Ｏｐｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃｓ，Ｖｏｌ　８，ｐｐ．２６９－２７６（１９９８））。しかしながら、前記方
法では、有機結晶の表面が大きなダメージを受けてしまい、分子性導体本来の特性を生か
した素子が作製できないという問題があった。これは、ゲート電極を用いた素子では、結
晶と電極や絶縁膜を平滑に接合することが必要であったが、これが困難であったことに基
づく。
　かかる状況下で、Ｓ．Ｆ．Ｎｅｌｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔ
ｔ，７２，１８５４（１９９８）には、シリコン基板上に、ペンタセンなどの分子を蒸着
したり、ポリチオフェンなどのポリマーをスピンコートして薄膜トランジスタ（ＦＥＴ）
として動作させたりすることが検討されている。しかしながら、この場合は、素子中にド
メインが出来てしまい、粒界の影響が素子特性に深刻な影響を与えていた。また、分子性
導体は、該分子が一般に溶媒に不溶で、かつ展性や揮発性も無いため、そもそもこういっ
た手法を適用することができない場合がほとんどであった。
　一方、Ｖ．Ｒａｊａｇｏｐａｌａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔ，３，８５１
－８５５（２００３）は、電気分解で電極上に伝導性物質を析出させる方法として、金の
電気分解を行ってポイントコンタクトを作る方法を開示している。しかしながら、この場
合析出してくる分子は不定形の多結晶であり、単結晶の成長は知られていない。
　また、Ｈ．Ｈａｓｅｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｍｅｔａｌｓ，１
３５－１３６，７６３－７６４（２００３）は、フタロシアニンを交流によって電気分解
する方法を開示している。しかしながら、この場合は電極間を橋渡しすることができてい
ない。
　すなわち、多結晶の導体を用いて素子を作製した場合、結晶と結晶の間の接合が問題と
なっていた。すなわち、不必要な抵抗が生じたり、コンデンサとして動作してしまう部分
が出てきたり、ショットキーバリアなどの非線形応答を示す状態ができてしまったりして
いた。このような粒界の電気的特性は、単結晶が本来持っているデバイス特性を鈍らせた
り、全く見えなくしてしまったりする。そこで、単結晶のみで、電極間を接合できれば、
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その物質が本来持っている性能が十分に発揮できると考えられた。
　しかしながら、上述のとおり、単結晶で電極間を橋渡しすることはできていなかった。
　ここで、発明者は、単結晶で電極間を橋渡しすることができなかった理由を鋭意研究し
た。
　まず、従来から導体として検討されている無機導体について検討したところ、電極間に
単結晶を成長させるのには極端に高い温度が必要であり、実質的に極めて困難であった。
　そこで、発明者は、有機物を原料として、単結晶による橋渡しを試みることにした。し
かしながら、有機化合物からなる導体の単結晶については、そもそも、この種の素子とし
て使用するという思想自体がほとんどなく、その実験方法や取り扱い方法から不明な点が
多かった。当然に、単結晶素子の作製方法については予測さえつかないものであった。
【発明の開示】
　本発明は、上記課題を解決することを目的としたものであって、電極間に単結晶の有機
化合物からなる導体を形成することを目的とするものである。
　かかる状況の下、発明者が鋭意検討を行った結果、以下の手段により上記課題を解決し
うることを見出した。
（１）電極間の間隔が１０～９００ｎｍの一対の電極と、該電極間に設けられた単結晶の
有機化合物からなる導体とを含む素子。
（２）一対の電極と、該電極間に設けられた単結晶の有機化合物からなる導体とを含み、
かつ、前記単結晶の有機化合物は、前記電極間に直接に成長させてなる素子。
（３）前記導体は、１つの単結晶からなる（１）または（２）に記載の素子。
（４）前記単結晶の有機化合物からなる導体が、前記電極上で塩を形成させてなる導体で
ある、（１）～（３）のいずれかに記載の素子。
（５）前記単結晶の有機化合物が、酸化還元電位がＡｇ／ＡｇＣｌ／ＣＨ３ＣＮ電極に対
して０．８Ｖ以下の化合物である（４）に記載の素子。
（５－２）前記電極の厚さが５～２０ｎｍである、（４）または（５）に記載の素子。
（６）前記単結晶の有機化合物からなる導体が、前記電極上で電気分解によって形成され
てなる導体である、（１）～（３）のいずれかに記載の素子。
（６－２）前記電極の厚さが１５０～２５０ｎｍである、（６）に記載の素子。
（７）前記単結晶の有機化合物が、硫黄を含む化合物である（６）に記載の素子。
（８）前記単結晶の有機化合物が、環状化合物である（６）に記載の素子。
（９）前記単結晶の有機化合物が、共役系有機高分子化合物である（６）に記載の素子。
（１０）前記単結晶の有機化合物が、カチオンラジカル塩またはアニオンラジカル塩であ
る（６）に記載の素子。
（１１）前記単結晶の有機化合物が、ドナー系分子を酸化して得られるカチオンラジカル
塩、アクセプター系分子を還元して得られるアニオンラジカル塩、負イオン系金属錯体を
部分酸化して得られるアニオンラジカル塩および負イオン系金属錯体を中性になるまで酸
化して得られる単一成分分子からなる群から選択されるいずれか１つである、（６）に記
載の素子。
（１２）前記単結晶の有機化合物が、アクセプター系分子を還元して得られるアニオンラ
ジカル塩、または、ドナー系分子を酸化して得られるカチオンラジカル塩である（１１）
に記載の素子。
（１３）前記単結晶の有機化合物が、テトラチアフルバレン骨格を有する化合物である（
６）に記載の素子。
（１４）（１）～（１３）のいずれかに記載の素子を有する薄膜トランジスタ。
（１５）（１）～（１３）のいずれかに記載の素子を有するセンサ。
（１６）一対の電極間に、塩を形成することにより、単結晶の有機化合物からなる導体を
形成する工程を含む（１）～（５）のいずれかに記載の素子の製造方法。
（１７）一対の電極間に、酸化還元電位がＡｇ／ＡｇＣｌ／ＣＨ３ＣＮ電極に対して０．
８Ｖ以下の化合物を用いて塩を形成することを特徴とする、（１）～（５）のいずれかに
記載の素子の製造方法。
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（１８）前記電極として、金の上に他の電極材料層が設けられた積層体である電極を用い
ることを特徴とする、（１６）または（１７）に記載の素子の製造方法。
（１９）一対の電極に電圧をかけて、該一対の電極間に単結晶の有機化合物からなる導体
を形成することを特徴とする（１）～（３）および（６）～（１３）のいずれかに記載の
素子の製造方法。
（２０）前記一対の電極に電圧をかけて、該一対の電極間に単結晶の有機化合物からなる
導体を形成する工程は、前記一対の電極を電解溶液に浸漬し、該電解溶液を電気分解する
ことにより行う、（１９）に記載の素子の製造方法。
（２１）基板上に、電極層を蒸着する工程と、該電極層を蒸着した基板を電解溶液に浸漬
する工程と、該電極に電圧をかけて前記電解溶液を電気分解する工程を含む（１）～（３
）および（６）～（１３）のいずれかに記載の素子の製造方法。
（２２）前記基板が半導体性基板である（２１）に記載の素子の製造方法。
（２３）前記電極層の上に、絶縁層を設けることを特徴とする、（２１）または（２２）
に記載の素子の製造方法。
（２４）前記電解溶液は、ドナー系分子、アクセプター系分子および負イオン系金属錯体
からなる群から選択されるいずれか１つを含む溶液である（１９）～（２３）のいずれか
に記載の素子の製造方法。
（２５）一対の電極がいずれも正極または負極である（１９）～（２４）のいずれかに記
載の素子の製造方法。
【図面の簡単な説明】
　図１は、実施例１における電気分解前の基板全体像を示す図である。図２は、実施例１
における電気分解後の基板全体像を示す図である。図３は、図２の部分拡大図を示す図で
ある。図４は、図２の基板において、回路をレーザーで切断した箇所を示す図である。図
５は、実施例２における単結晶作製前の基板全体像を示す図である。図６は、実施例２に
おける単結晶作製後の基板全体像を示す図である。図７は、実施例２で作製した単結晶像
の部分拡大図を示す図である。図８は、実施例２で作製した回路をレーザーで切断した箇
所を示す図である。
発明の詳細な説明
　以下において、本発明の内容について詳細に説明する。尚、本願明細書において「～」
とはその前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む意味で使用される。
　まず、本発明の単結晶の有機化合物について説明する。本発明の単結晶の有機化合物は
、伝導性を有する化合物であれば、広く公知の有機化合物を採用できる。例として、以下
のものを挙げることができる。
（１）硫黄を含む有機化合物
　硫黄を含む有機化合物が採用でき、硫黄を含むヘテロ環骨格を有する化合物が好ましく
、１以上の硫黄を含む炭素数３～１０（好ましくは炭素数４～６）のヘテロ環と、該ヘテ
ロ環および／または他の炭素数３～１０（好ましくは炭素数４～６）の環とが２つ以上縮
合した縮合環を有する化合物がより好ましい。縮合している環の数は、２～１５が好まし
く、２～１０がより好ましく、２～５がより好ましく、２～４がさらに好ましい。さらに
、縮合環同士が、単結合、２重結合または３重結合、あるいは連結基を介して結合した構
造であってもよい。連結基としては、例えば、２価以上の金属原子、－ＣＨ２－、－Ｏ－
、－Ｓ－または－Ｎ－、およびこれらの２以上の組み合わせからなる基が挙げられる。縮
合環を形成するヘテロ環としては、例えば、チオフェン骨格、ジチオフェン骨格、チアゾ
ール骨格、チアン骨格および／またはジチアン骨格を有するものが挙げられる。さらに、
本発明の硫黄を含む化合物は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で適当な置換基を有して
いてもよい。
　本発明の硫黄を含む有機化合物の好ましい例としては、テトラチアフルバレン（ＴＴＦ
）骨格を有する化合物やジチオレン金属骨格を有する化合物（Ｍ（ｄｍｉｔ）２）（Ｍは
、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ）が挙げられる。テトラチアフルバレン（ＴＴＦ）骨格を有する化合
物としては、テトラチアフルバレン（ＴＴＦ）、エチレンヂチオテトラチアフルバレン（
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ＥＤＴ－ＴＴＦ）およびビズ（エチレンヂチオ）テトラチアフルバレン（ＢＥＤＴ－ＴＴ
Ｆ）が好ましく、エチレンヂチオテトラチアフルバレン（ＥＤＴ－ＴＴＦ）がより好まし
い。
（２）環状化合物
　環状化合物が採用でき、好ましくはヘテロ環化合物を含むものである。環状化合物とし
ては、炭素数３～１０（好ましくは炭素数４～６）の環状化合物が、２つ以上縮合した縮
合環を有する化合物が好ましい。縮合している環の数は、２～１５が好ましく、２～１０
がより好ましく、２～５がさらに好ましく、２～４がよりさらに好ましい。加えて、縮合
環同士が、単結合、２重結合若しくは３重結合、または連結基を介して結合した構造であ
ってもよい。連結基としては、例えば、２価以上の金属原子、－ＣＨ２－、－Ｏ－、－Ｓ
－または－Ｎ－、およびこれらの２以上の組み合わせからなる基が挙げられる。縮合環を
形成する化合物としては、環式炭化水素および／またはヘテロ環が好ましい。さらに、本
発明の環状化合物は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で適当な置換基を有していてもよ
い。
　本発明の環状化合物の好ましい例として、ベンゼン骨格を有する化合物、キノン骨格を
有する化合物、トリフェニレン骨格を有する化合物、ペリレン骨格を有する化合物、ルビ
セン骨格を有する化合物、コロネン骨格を有する化合物およびオバレン骨格を有する化合
物、ヘテロ環骨格を有する化合物等が挙げられ、より好ましくは、キノン骨格を有する化
合物、ペリレン骨格を有する化合物およびヘテロ環骨格を有する化合物である。
　キノン骨格を有する化合物としては、７，７，８，８－テトラシアノキノンジメタン（
ＴＣＮＱ）およびジシアノキノンジイミン（ＤＣＮＱＩ）等が挙げられる。
　また、上記（１）で例示した化合物であって、環状化合物に該当するものも好ましく採
用することができる。
（３）共役系有機高分子
　共役系有機高分子が採用できる。例えば、ポリアセチレン、ポリチオフェン、ポリ（３
－メチルチオフェン）、ポリイソチアナフテン、ポリ（ｐ－フェニレンスルフィド）、ポ
リ（ｐ－フェニレンオキシド）、ポリアニリン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、ポリ
（チオフェンビニレン）、ポリペリナフタレン、ニッケルフタロシアニン、ポリジアセチ
レン、ポリピロール、ポリパラフェニレン、ポリパラフェニレンスルフィドおよびポリア
クリル酸が挙げられる。
　また、上記（１）または（２）で例示した化合物であって、共役系有機高分子に該当す
るものも好ましく採用することができる。
（４）カチオンラジカル塩
　本発明のカチオンラジカル塩は、ドナー系分子を酸化して得られるものが好ましい。ド
ナー系分子は、本発明の趣旨を逸脱しない限り特に定めるものではないが、例えば、テト
ラチアフルバレン（ＴＴＦ）骨格を有する化合物、ペリレン骨格を有する化合物およびテ
トラチアペンタレン（ＴＴＰ）骨格を有する化合物が好ましく、テトラチアフルバレン（
ＴＴＦ）骨格を有する化合およびペリレン骨格を有する化合物がより好ましい。
　また、上記（１）～（３）で例示した化合物であって、カチオンラジカル塩に該当する
ものも好ましく採用することができる。
（５）アニオンラジカル塩
　アニオンラジカル塩によって単結晶の有機化合物からなる導体とすることができる。本
発明のアニオンラジカル塩は、アクセプター系分子を還元して、あるいは、負イオン系金
属錯体を部分酸化して得られるものが好ましい。これらの中でも、アクセプター系分子を
還元して得られるものが好ましい。
　本発明のアクセプター系分子は、本発明の趣旨を逸脱しない限り特に定めるものではな
いが、各種置換７，７，８，８－テトラシアノキノンジメタン（ＴＣＮＱ）、ジシアノキ
ノンジイミン（ＤＣＮＱＩ）および各種置換キノン類（クロラニル等）が好ましく、各種
置換７，７，８，８－テトラシアノキノンジメタン（ＴＣＮＱ）および各種置換ジシアノ
キノンジイミン（ＤＣＮＱＩ）がより好ましい。
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　一方、負イオン系金属錯体は、本発明の趣旨を逸脱しない限り特に定めるものではない
が、ジチオレン金属骨格を有する化合物（Ｍ（ｄｍｉｔ）２）（Ｍは、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ
）、Ｍ（ｍｎｔ）２（Ｍは、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ）およびフタロシアニン錯体が好ましく、
ジチオレン金属骨格を有する化合物（Ｍ（ｄｍｉｔ）２）（Ｍは、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ）が
より好ましい。
　また、上記（１）～（３）で例示した化合物であって、アニオンラジカル塩に該当する
ものも好ましく採用することができる。
（６）負イオン系金属錯体を中性になるまで酸化して得られる単一成分分子性導体
　負イオン系金属錯体を中性になるまで酸化して得られる単一成分分子性導体も採用でき
る。ここで用いることができる負イオン系金属錯体は、該錯体を中性になるまで酸化する
と単一成分からなる分子性導体となるものであれば、特に定めるものではなく、広く公知
のものを採用できる。具体的には、およびＮｉ（ｔｍｄｔ）２が挙げられる。
　また、上記（１）～（５）で例示した化合物であって、負イオン系金属錯体を中性にな
るまで酸化して得られる単一成分分子性導体に該当するものも好ましく採用することがで
きる。
　本発明の単結晶の有機化合物からなる導体とは、伝導性を構築する組成物が、単結晶の
有機化合物からなることを意味し、本発明の趣旨を逸脱しない範囲での他の成分（例えば
、導体作製に用いた試料や不純物等）が含まれていることまでも排除するものではない。
　上記（１）～（６）の化合物は、その用途等にあわせて、適宜、好ましいものを選択す
ることができる。例えば、薄膜トランジスタやセンサ等に用いる場合は、比較的抵抗値の
高い上記（１）、（２）等が好ましい。一方、配線材料等に用いる場合は、比較的抵抗値
の低い上記（３）等が好ましい。
　本発明の電極の材料は、特に定めるものではなく本願発明の精神を逸脱しない限り広く
採用できる。例えば、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、タリウム（Ｔａ）
、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、銀（Ａｇ）および錫（Ｓｎ）等の金
属の他、ポリチオフェン（特に、ポリエチレンジオキシチオフェン）、ポリスチレンスル
ホナート、ポリアニリン、ポリピリジン、ピロールおよびヨウ素をドープしたポリフェニ
レンビニレン、ポリエチレンジオキシチオフェン／ポリスチレンスルホナート共重合体等
の導電性高分子を好ましく用いることができる。さらに、これらを組み合わせたものも採
用することが出来る。例えば、金（Ａｕ）と他の金属（好ましくは、チタン（Ｔｉ）、ニ
ッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）等）の組み合わせ（例えば、積層したもの）を採用すること
ができる。電極間の間隔は、１０～９００ｎｍが好ましく、５０～５００ｎｍがより好ま
しく、５０～２００ｎｍがさらに好ましい。
　本発明の単結晶の有機化合物からなる導体は、好ましくは、基板の上に電極層を設け、
電極層に設けられた電極間に、上記導体を直接成長させるのが好ましい。ここで、直接と
は、単結晶を予め形成させておき、後から電極等を接合するのではなく、電極間で単結晶
を成長させることをいう。このような手段を採用することにより、電極間と結晶の接合を
平滑にすることができる。単結晶の有機化合物からなる導体を成長させる方法としては、
例えば、電極間に単結晶を形成可能な有機化合物を含む溶液により塩を形成させて、また
は、電解溶液を電気分解することにより得られる。
　まず、電極間に単結晶を形成可能な有機化合物を含む溶液によって塩を形成させる方法
について説明する。このような溶液としては、電極を該溶液に浸漬、また、電極間に該溶
液を滴下等した後乾燥することにより、電極間に単結晶の塩を形成するものであれば、特
に定めることない。具体的には、酸化還元電位がＡｇ／ＡｇＣｌ／ＣＨ３ＣＮ電極に対し
て０．８Ｖ以下の化合物が好ましく、Ａｇ／ＡｇＣｌ／ＣＨ３ＣＮ電極に対して０．５Ｖ
以下の化合物がより好ましく、アクセプター分子がさらに好ましく、ＤＣＮＱＩ若しくは
ＴＣＮＱの誘導体であるであることが最も好ましい。もちろん、上述した（１）～（６）
の化合物であって、電極間に塩を形成するものも好ましく採用できる。
　電極を浸漬させる有機化合物の濃度は、０．１～２０ｍｍｏｌ／Ｌが好ましく、０．５



(7) JP 4878552 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

～５ｍｍｏｌ／Ｌがより好ましい。このような濃度範囲とすることにより、単結晶を電極
間により適切に成長させることができる。また、該有機化合物を溶解する溶媒としては、
本発明の趣旨を逸脱しない限り特に定めるものではないが、例えば、アセトニトリル、ア
セトン、クロロホルムおよびベンゾニトリルが好ましい例として挙げられる。また、溶液
に、電極（電極が基板上に設けられている該基板も）を浸漬して塩を形成させる場合、浸
漬時間は、１０～１２０秒が好ましい。このような時間とすることにより、より適切な単
結晶を電極間に成長させることができる。
　塩を形成させることにより単結晶を形成させる場合、電極の厚さは、好ましくは５～２
０ｎｍである。このような電極の厚さとすることにより、より良好に電極間に結晶を成長
させることができる。さらに、塩を形成させることにより、単結晶を形成させる場合、金
の上に他の電極材料層が設けられた積層体である電極を用いることが好ましい。このよう
な手段を採用することにより、電極が溶解して導通が取れなくなる事態をより効果的に避
けることができる。この場合、金の上に積層する電極材料としては、上述した電極の材料
を好ましく採用できる。
　一方、電解溶液を電気分解して製造する場合、電解溶液は、好ましくは、ドナー系分子
、アクセプター分子、負イオン系金属錯体等を含む溶液である。もちろん、上述した（１
）～（６）の化合物であって、電気分解により単結晶を形成するものも好ましく採用でき
る。電解溶液に用いる溶媒は、本発明の趣旨を逸脱しない限り特に定めるものではないが
、好ましくは、エタノール、メタノール、クロロベンゼンおよびジクロロメタンならびに
これらの混合液である。電気分解の方法としては、電極間に電圧をかけることにより電気
分解することができる。電気分解のための電圧は、７５０～１１００ｍＶが好ましい。こ
こで、電極は、正極（または負極）から成長した結晶を負極（正極）に繋ぐよりも、正極
と正極の間または負極と負極の間に単結晶を成長させる方がより好ましい。すなわち、例
えば、シリコン基板（表面はＳｉＯ２）上に電極を作り、これを正極として電解溶液中で
電気分解を行うと、電極間をブリッジする形で有機化合物からなる導体の単結晶が成長す
る。このような手段を採用することにより、結晶が密集しすぎるのをより効果的に防ぎ、
単結晶の成長がより穏やかに進行する。また、電気分解の際、ゲート電極を反対極として
使用することが好ましい。ゲート電極を反対極として使用することにより、より単結晶を
均一に成長させることができる。さらに、電気分解により単結晶を形成する場合、電極の
厚さは、好ましくは１５０～２５０ｎｍである。このような電極の厚さとすることにより
、電極間の橋渡しがより容易となり、より単結晶の成長が容易になる。
　さらに、電気分解により形成する場合、前記電極上に絶縁層を設けるとよい。このよう
な絶縁層を設けることにより、電極の側面等に導体としての役割を果たさない結晶に流れ
る電流を排除することができより好ましい。絶縁層の厚さは、好ましくは１５～２５ｎｍ
である。絶縁層は、本願発明の精神を逸脱しない限り、広く採用できる。例えば、酸化シ
リコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、フッ化カルシウムなどの無機材
料、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、テフロン（登録商標）などの高分子材料
、アミノプロピルエトキシシランなどの自己組織化分子膜などを用いればよい。
　本発明の素子に基板を設ける場合、該基板は、特に定めるものではなく、公知の基板を
広く採用できる。例を挙げると、絶縁性基板または半導体性基板等である。
　絶縁性基板としては、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、
フッ化カルシウム、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の絶縁性樹脂、ポリイミドおよびテフ
ロン等が挙げられる。
　半導体性基板としては、シリコン、ゲルマニウム、ガリウム砒素、インジウム燐および
炭化シリコン等が挙げられ、シリコンが好ましい。基板表面は平坦である事が望ましい。
　本発明の素子は、このような半導体性基板上に作製することができるため、ゲート電圧
をかけることができ、結果として薄膜トランジスタを作製することが可能である。
　本発明の素子は、基板の下にゲート電極を埋め込んでおくことによって、ゲート電圧を
かけることのできる素子を作製することができる。ゲート電極は、特に限定されるもので
はなく、従来この種のトランジスタに採用されているものを広く用いることができる。例
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えば、Ａｌ、Ｃｕ、Ｔｉ、ポリシリコン、シリサイド、有機導電体を採用することができ
る。さらに、ゲート絶縁膜としては、ＳｉＯ２、ＳｉＮ等の無機絶縁膜、ポリイミド、ポ
リアクリロニトリル等の有機材料等を採用することができる。
　このようにして、本発明の素子を薄膜トランジスタに用いることができる。尚、基板及
び絶縁層は上述のものを好ましく採用することができる。
【実施例】
　以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使
用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜、変更する
ことができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例に限定されるものではない。
実施例１
１．電極層の作製
　表面を酸化膜で覆ったシリコン基板（製造元：フルウチ化学）に、ポジレジスト（ＺＥ
Ｐ）を塗布し、電子線リソグラフィー装置（エリオニクス７３００）を使用し、図１に示
した回路を描画した。これを酢酸ペンチルで現像した後、５０Åのチタン層、１５００Å
の金層、２０Åの二酸化珪素層を蒸着した。さらに、２－ブタノンでリフトオフを行った
。このようにして、図１に示した電極層を作製した。
２．電解溶液の調整
　１８ｍｌのクロロベンゼンに対し、Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ，ｖｏｌ．１９８９，ｐ７８１
に記載の方法で作製したＥＤＴ－ＴＴＦ１２ｍｇ、臭化テトラフェニルホスホニウム（東
京化成、Ｔ１０６９）２０ｍｇ、テトラヨードエチレン（ＴＩＥ）（Ａｌｄｒｉｃｈ社製
、３１８２４－８）８０ｍｇ、メタノール２ｍｌ加えてよく攪拌し、一晩放置した。
３．電気分解による単結晶作製
　ガラス製シャーレに上記電解溶液２ｍｌ入れ、液中に上記１で作製したシリコン基板を
浸した。次に、プローバー（共和理研、Ｋ－１５７ＭＰ）を用い、基板上の金パッドに電
源を接続した。図１に示した電極のうち、下に見える凹型電極が陰極・上に見える串状電
極が正極になるように配置した。この状態で、電流をモニターしながら８００ｍＶの電圧
をかけて１分間電気分解を行い、その後、速やかに基板をとりだして余計な溶液を拭き取
った。基板が十分に乾いてから電子顕微鏡で観察すると、図２に示すように（ＥＤＴ－Ｔ
ＴＦ）４Ｂｒ３（ＴＩＥ）５の小さな単結晶が多数生成した。図３は、図２の矢印部分を
拡大した写真であるが、単結晶が電極間を強固に橋渡ししている状態が確認できた。
４．導通チェック
　図４に矢印で示した部分をレーザーにより焼き切り、左右の電極間に１Ｖのバイアス電
圧を印加することにより、約５０ｎＡの電流が流れることを確認した。
実施例２
１．シリコン基板の作製
　表面を酸化膜で覆ったシリコン基板にレジスト（ＰＭＭＡ／ＭＭＡ）を塗布し、電子線
リソグラフィー装置（エリオニクス７３００）を使用して図５に示した回路を描画した。
これを現像した後、５０Åのチタン層、１５０Åの金層、１００Åの銅層を蒸着した。さ
らに、アセトンでリフトオフを行った。このようにして、図５に示した電極層を作製した
。
２．溶液の調整
　２０ｍｌのアセトニトリルに対して、ジメチル－Ｎ，Ｎ’－ジシアノキノンジイミン（
ＤＭｅ－ＤＣＮＱＩ）（Ａｌｄｒｉｃｈ社製）を１５ｍｇ加えてよく攪拌した。
３．単結晶の作製
　ガラス製シャーレに上記溶液を２ｍｌ入れ、液中に上記１で作製したシリコン基板を、
３０秒間浸した。顕微鏡観察により、基板上に微結晶が生成するのが観察できるので、適
切な密度の結晶が成長したところで基板を引き上げ、乾燥させた。図６に示すように、単
結晶が生成していることが確認された。図７は、図６の部分拡大写真であるが、単結晶が
電極間を強固に橋渡ししている状態が確認できた。
４．導通チェック
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　上記で作製した回路を適宜レーザーにより焼き切って、導通チェックをしたところ、電
流が流れることを確認した。例として図８に示すような４端子回路を作製し測定を行った
ところ、結晶の抵抗が５ｋΩ、電極との接触抵抗が１ｋΩ程度の値を示した。
【産業上の利用可能性】
　本発明では、一対の電極に、有機化合物からなる単結晶を作製することに成功し、電極
間の導通を実現できた。従来、有機化合物からなる導体以外で構成された素子や多結晶の
素子は知られていたものの、本発明のように単結晶の有機化合物からなる導体を含む素子
については、全く得られていなかった。また、単結晶の有機化合物からなる導体の実験方
法等についても、全く不明であった。
　しかしながら、発明者の鋭意検討により、今回、このような素子の完成ができた。これ
は、きわめて偉大なものである。
　加えて、後述するとおり、本発明の素子では、伝導性を、単結晶を１つについてだけ測
定すること可能となったため、素子間でのばらつき等を防ぐことが可能となった。結果と
して、動作性能のより向上を図ることが可能となった。
　さらに、本発明の方法では、ガラス基板の上ではなく、シリコン基板等の上にも作製で
きるので、分子性導体に対して、ゲート電極も含めた回路の作製を可能となった。
　さらにまた、単結晶の有機化合物からなる導体では構成要素が「分子」であるため、様
々な機能性をもった官能基を導入することが可能であり、従来の無機系デバイスとは異な
る特性の発現が期待できる。特に、素子が単結晶という非常に構造的にクリーンな系であ
るため、高感度・高精密なデバイス特性が期待でき、広い範囲にわたって応用が期待でき
る。
　さらに本発明の方法は、電極上に直接単結晶を生成させることができるので、従来行わ
れていた絶縁膜をスパッタリングで接合させる手法に比べると、用いるシリコン基板の表
面を平滑にしておけばその形に合わせて結晶が成長するので、非常に平面性の高い接合が
形成できる。従って、有機化合物からなる導体を素子として粒界の影響なしに利用する道
が開かれた。
　本発明の素子は、高速応答が可能な薄膜トランジスタあるいは、光、湿度またはｐＨ等
に反応する高感度センサに利用することができる。さらに、単結晶を並列させた（好まし
くは、１０００個以上）素子を採用することにより、より微弱な信号の検出も可能なセン
サに利用することができる。
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